
聴覚障がい者向け  ２０２５年度 守口市生活訓練等事業 
 

 

 

自転車を利用する皆さんは、令和 8 年４月１日から自転車の違反に「青切符」

が適用されます。守口警察より自転車の交通ルールの説明会を行って頂きます。

是非、参加をお願いします。 

日  時：令和８年３月５日（木）午後２時～４時 

場  所：中部エリアコミュニティセンター会議室 （地下１F） 

講  師：守口警察交通課交通総務係 

対 象 者：守口市在住の聴覚障がいのある方 

申込締切：令和８年２月１９日（木） 定員 ２０名 

参 加 費：無料 

 

こ

 

手話通訳、文字通訳付 

信号無視や一時不停止、スマホ、右側通行などの悪質危険な違反に対して交通反則通告制度 

（青切符）が適用されます。 

対象となる違反行為は１００種類以上 

反則金額は原付バイク同一 

守口障害者生活支援業所みみ 

聴覚ピア 川﨑 幸子 

FAX（０６）６９９３－９６４７ 

参加申込書          参加します（  ）    

氏名                           

連絡先                          

（メールアドレス・電話番号・FAX 番号など連絡のつく連絡先を記載ください。） 

 


